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第１章 はじめに 
１．背景と目的 

松茂町（以下、「本町」という。）の水道事業について、経営状況及び財政状況を明確にし、経営
の健全性を確保するとともに、経営基盤の強化及び水道事業における財源確保を図るため、平成 30
年度から令和 10 年度を計画期間とする経営戦略を平成 31 年 3 月に策定し、水道事業の経営健
全化に取り組んでまいりました。 

本町の水道事業は、長年にわたり安全で安定した水の供給を支えてきましたが、施設の老朽化や人
口減少に伴う料金収入の減少、自然災害リスクの高まりなどにより、将来の安定経営に課題を抱えてい
ます。 

一方、国においては、持続可能な水道事業の実現に向けて、広域連携の推進、施設の計画的な更
新（アセットマネジメント）、デジタル技術（DX）の活用、官民連携の促進などを柱とした政策が示さ
れており、地方公共団体にもこれらの方針に沿った戦略的な経営が求められています。 

本町では、これらの国の動向や地域の実情を踏まえ、限られた経営資源の中で将来にわたり安定的
かつ持続可能な水道サービスを提供するため、中長期的な視点での経営方針や施策の方向性を明確
にする水道事業経営戦略を改定するものです。 

 
２．経営戦略の位置付け 

水道事業経営戦略は、地方公営企業である水道事業が、中長期的な視点に立って持続可能かつ
安定的に運営されるための基本方針を示すものであり、地方公営企業法に基づき、地方公共団体が
経営の効率化・健全化を図るために策定する自主的な中長期計画であり、施設の更新・財政収支・
料金設定の見通しなどを体系的に示す戦略文書です。 

国（総務省）が示す「経営戦略策定・改定マニュアル」（令和 4 年 1 月改定）に基づき、各自治
体が将来の需要・施設の老朽化・収支予測などを分析し、戦略的に施設更新や料金見直しを進める
ための計画として位置づけられます。 

 
３．計画期間 

策定年月：令和７年３月 
計画期間：令和７年度～令和 16 年度 
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第 2 章 水道事業の概要 
１．事業の現況 
（１）給水及び施設現況 

本町の水道事業の給水は、旧吉野川の表流水を水源とし、松茂町浄水場で浄水処理した後、配
水池を経由して給水区域に給水しています。 

取水場は、旧吉野川の表流水をポンプで汲み上げ浄水場まで送水しており、18,500 ㎥/日の水を
汲み上げる能力を有する施設です。 

浄水場は、計画給水人口 16,100 人、一日最大給水量 18,500 ㎥の能力を有する施設です。
浄水場には、高速凝集沈殿池や急速ろ過池などの施設があります。 

また、水質管理を徹底し、安心・安全な水道水の供給に努めています。水質検査は、水道法に基づ
き、定期的に実施しています。 

 
① 給水の現況 
供 用 開 始 年 月 日 昭和 36 年２月 20 日 給 水 区 域 松茂町の区域内 
地方公営企業法適用 
(全部・財務)、非適用
の区分 

法適用（全部） 
計 画 給 水 人 口 16,100 人 
現 在 給 水 人 口 14,230 人 
有収水量密度※ 1,439 ㎥／ha 

※R5 決算統計（有収水量: 2,064,200 ㎥、給水区域面積:1,434ha） 

 
② 施設の現況 
水 源 ■表流水，□ダム，□伏流水，□地下水，□受水，□その他 

施 設 数 
浄水場設置数 1 

管 路 延 長 107.220 千ｍ 
配水池設置数 2 

施設能力（配水） 18,500 ㎥／日 施設利用率※ 35.10 ％ 
※施設利用率：（年間総配水量÷365 日）÷施設能力×100 で算定 
※R6 決算統計（総配水量:2,369,935 ㎥） 

 
③ 施設の概要 
水源の名称 吉野川水系旧吉野川 
水源の種類 表流水 
取水場の所在地 松茂町広島字北ノ川５７－２５ 
浄水場の所在地 松茂町広島字南ノ川３０ 
浄水処理方法 塩素消毒、高速凝集沈殿、急速ろ過 
浄水処理使用薬品 凝集剤：ポリ塩化アルミニウム（PAC） 

消毒剤：次亜塩素酸ナトリウム 
その他：粉末活性炭（臭気物質上昇時のみ使用） 

浄水処理能力 13,000 ㎥/日 
浄水池・配水池 １池：800 ㎥、１池：9,500 ㎥ 
管路延長（内訳） 導水管 950ｍ、送水管 180ｍ、配水管 106,090ｍ 
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（２）料金体系の概要 
現行の料金体系は、平成 26 年 4 月 1 日付で、昭和 60 年度に定めた料金体系（消費税率改

定を除く）の改定を行ったものです。このことにより、老朽化した浄水施設及び配水管路の耐震化事業
を計画的に進め、住民の皆様に安全で安心な水を常に安定してお届けできる水道事業を行うと共に、
本町水道事業を次世代に引き継ぐために必要となる財源を確保しました。 

今後とも住民負担の軽減を念頭においた経営の効率化に務めるとともに、一方で、人口減少下にお
いて水道事業の安定経営を図るための収支バランス等を慎重に見据え、将来負担における公平性の
原則にもとづき、引き続き、適正な料金体系の検討を行います。 

 
④ 水道料金の概要 

料金体系の概要 
・考え方 

現行の料金体系は、基本水量を設定した基本料金(用途・口径別)と実際
に使用した水量に対する超過料金(用途・口径別)を徴収する二部料金制とし
ています。 

＜料金表＞１か月につき 
用途 1 世帯又は 1 事業所

1 ヶ月基本水量 
1 世帯又は 1 事業所

1 ヶ月基本料金 
超過料金 

（1 ㎥につき） 
13mm 用 10 ㎥まで 968 円 121 円 
20mm 用 20 ㎥まで 2,420 円 145 円 
25mm 用 25 ㎥まで 3,630 円 157 円 
30mm 用 30 ㎥まで 4,719 円 169 円 
40mm 用 40 ㎥まで 6,776 円 181 円 
50mm 用 50 ㎥まで 9,075 円 193 円 
75mm 用 75 ㎥まで 14,520 円 205 円 

公営プール用 1 ㎥につき 121 円   
船舶用 1 ㎥につき 363 円   
臨時用 1 ㎥につき 363 円   

料金は上記料金表により算出した額とする。 
料金改定年月日(消費税のみの改定は含まない) 平成 26 年 4 月 1 日 
 

（３）事業運営組織 
本町の水道事業は上下水道課（水道係）において運営しています。 
 【上下水道課】 職員 9 名 
 

課長  1 名（上水道、下水道兼任） 
課長補佐 1 名（上水道担当） 
技師長 1 名（上水道担当） 
担当職員 3 名（上水道担当１名、下水道担当 2 名） 
嘱託職員 3 名（上水道担当１名、下水道担当 2 名） 
うち、水道事業損益勘定支弁職員 4 名 

  

水道係 下水道係

上下水道課
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２．これまでの主な経営健全化の取組 
本町では、これまで上水道の安定供給を図るため施設及び配水管老朽化の更新を継続的に進めて

まいりました。また、経営の安定化を図るべく、前述のとおり、平成 26 年 4 月 1 日付で、昭和 60 年度
に定めた料金体系（消費税率改定を除く）を改定し、給水収益の確保に努めました。 

さらに、水道事業の効率的、効果的な経営をすべく内部的な改革、すなわち経費の節減や標準化
等による定型業務の工数縮減、民間事業者との予算折衝等による委託費の縮減についても鋭意進め
てきたところです。加えて、経営的には、固定費と変動費の考え方を導入し、滞納処理などはすでに民
間に委託し、固定費の削減にも努めているところです。 

このような取組を通じて経営の健全化を図る一方で、徳島県内でも検討が始まった広域化や新たな
民間活力の導入等など本町の枠組を超えての取組はこれからの課題となっています。これらについても、
今後積極的に検討を進めて参ります。 

 
３．経営比較分析表等を活用した現状分析 

本町の水道事業に関わる現状分析は、次ページ「経営比較分析表（令和 5 年度決算）」に示す
とおりですが、補足すべき事項は次のとおりです。 

（１）経常収支比率等 
令和 5 年度における経常収支比率は 105.91%（類似団体平均 105.97%）であり、類似団

体平均相当となっており、100％以上を維持しています。 
流動比率は 756.42%（類似団体平均 378.87%）であり、前年度に比べて大きく減少しました

が類似団体平均を上回っています。 
企業債残高対給水収益比率は 422.22%（類似団体平均 430.23%）であり、類似団体平均

相当で推移しています。 
料金回収率は 102.92%（類似団体平均 90.66%）、給水原価 126.95 円（類似団体平均

199.33 円）から見ると、適切な料金体系の中で経営ができていることが示されており、今後も継続して
いくことに努めます。 

施設利用率は 35.48%（類似団体平均 77.98%）であり、類似団体平均を下回っています。 
過去長期間上昇傾向にあった本町の人口は、平成 27 年をピークに減少に転じており、施設更新に

あたっては、人口減少等も考慮したうえでの広域化・共同化、施設の統廃合・ダウンサイジングの検討が
必要であると考えています。 

（２）有収率 
令和 5 年度における有収率は 87.10%（類似団体平均 77.98%）で、類似団体平均を上回っ

ています。引き続き、配水管の老朽化対策などにより、有収率の維持・向上を目指します。 
（３）老朽化の状況 

老朽管更新事業を継続的に実施してきた結果、有形固定資産減価償却率は 46.01%（類似団
体平均 52.27%）で、類似団体平均を下回っています。 

管路更新率は 0.44％（類似団体平均 0.40％）で、類似団体平均を上回っています。なお、令
和 5 年度から管路耐震化工事に取り組んでおり、今後は管路更新率の向上を見込んでいます。 

また、令和６年度に策定した上下水道耐震化計画にある急所施設及び重要施設までの管路の耐
震化を進めていく考えです。  
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第３章 将来の事業環境 
１．給水人口の予測 

本町の行政区域内人口と給水人口は、次の方法により推計しています。 
（１）行政区域内人口 

行政区域内人口の推計は、「国立社会保障・人口問題研究所(社人研)」による将来推計人口
（令和 5 年 12 月公表）と行政区域内人口実績値（住民基本台帳）を用いて推計しています。 

行政区域内人口及び給水人口の推計 
項目 R2 

（実績） 
R3 

（実績） 
R4 

（実績） 
R5 

（実績） 
R6 

（実績） 
R12 
推計 

R16 
推計 

R17 
推計 

社人研推計(人) 14,583     13,690  13,135 
対 R2 増減率 1.0000     0.9388  0.9007 

行政区域内人口(人) 14,859 14,722 14,669 14,482 14,286 13,949 13,497 13,384 
給水人口(人) 14,859 14,722 14,669 14,482 14,286 13,949 13,497 13,384 

普及率(％) 100 100 100 100 100 100 
行政区域内人口は社人研推計と同様に減少傾向で推移するとして、令和 2 年度の行政区域内

人口実績値に増減率を乗じて推計しています。 
将来人口は５年ピッチの推計であることから、中間年は直線補間により推計しました。 
 

（２）給水人口 
給水人口の推計は、行政区域内人口に普及率（令和 6 年度実績）を乗じて算定しました。 
給水人口＝行政区域内人口(推計値)×普及率(R6 年度実績 100％) 
この結果、経営戦略計画期間末の令和 16 年度には、少子高齢化等の影響により、令和 6 年度

給水人口から 789 人程度減少する見込みです。 
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２．水需要の予測 
本町の水需要（有収水量：水道料金徴収の対象となった水量）は、令和 6 年度までは実績値、

令和 7 年度以降については次の方法により算定しています。 
有収水量＝給水人口(推計値)×直近の 1 人当たりの有収水量(R6 年度実績 144.49 ㎥) 
この結果、経営戦略計画期間末の令和 16 年度には、少子高齢化等の影響により、給水人口と同

様に減少し、令和 6 年度から 114 千㎥程度減少する見込みです。 
有収水量と料金収入の推計 
項目 R2 

（実績） 
R3 

（実績） 
R4 

（実績） 
R5 

（実績） 
R6 

（実績） 
R12 
推計 

R16 
推計 

給水人口(人) 14,859 14,722 14,669 14,482 14,286 13,949 13,497 
有収水量(千㎥) 2.229 2,212 2,137 2,093 2,064 2,016 1,950 
1 人当たり有収水量(㎥/人) 150.00 150.25 145.71 144.49 144.49 144.49 
料金収入(千円) 288,170 286,813 277,629 273,392 278,063 269,661 260,923 
供給単価(円/㎥) 129.29 129.66 129.89 130.65 134.71 133.79 
※端数処理の関係で表示数値と計算結果が一致しないことがある。 

有収水量（万㎥）の見通し 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
３．料金収入の見通し 

本町の料金収入(税抜)は、次の方法により推計しています。 
料金収入＝有収水量×供給単価(有収水量１㎥当たりの料金収入:R7 年度予算 133.79 円) 
この結果、経営戦略計画期間末の令和 16 年度には、少子高齢化等の影響により、有収水量の

減少を受け、現行の水道料金を維持した場合、令和 6 年度から 17 百万円程度減少すると予想され、
収益的収支の試算では令和 12 年度以降、赤字（▲2 百万円～▲15 百万円）で推移する見込
みです。 

経営戦略おいては、収益的収支の赤字を補い、収益的収支を改善するため、料金改定を想定した
試算についても検討しました。 

現時点における仮想定として、令和 12 年度に供給単価を 10％程度改定する条件で試算した結
果、計画期間末の令和 16 年度には、有収水量の減少はあるものの、令和 6 年度（278 百万円）
から約 9 百万円程度増加が見込まれ、これにより、収益的収支が改善することが期待されます。 

なお、料金改定を想定した試算は現時点の参考であり、今後の経営環境と経常収支バランスを確
認しつつ、料金改定の必要性について検討していく考えです。 
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４．施設の見通し 
管路、施設・設備の老朽化が進行していることから、耐震対応の管路改修に向け取り組んでいるとこ

ろです。今後も計画的に管路更新を進めていくことが必要であり、施設の延命化、更新と併せ、費用と
料金収入等を考慮しながら、更新を図っていく予定です。 
 

５．組織の見通し 
令和７年度時点において、水道事業の運営にあたる職員数は 4 名（損益勘定支弁職員）です。

今後における職員数の見通しについては、現在の体制で事業運営にあたります。 
なお、耐震化の促進や老朽化対策などの事業量と、広域化や民間事業者等との連携による経営の

効率化を検討しつつ、水道経営技術の維持・継承についても経営に支障をきたすことのないよう継続的
に検討します。 

 
第４章 経営の基本方針 

水道は、町民の生活や事業活動を支える重要なライフラインであり、広く均等に、清浄な水を、いつい
かなる時においても、常時豊富に供給することは、町の責務といえます。「安全・強靱・持続」の視点をも
って、事業運営に取り組んでいきます。 

上水道の安定供給を図るため施設及び配水管老朽化の更新並びに耐震化について、令和 6 年度
に策定した上下水道耐震化計画にある急所施設及び重要施設までの管路の耐震化を計画的に進め
ます。 

今後も経常費用が増加する見込みであるため、事業を再度見直し経営の健全性及び効率性の向
上に努めていきます。 
 

第５章 投資・財政計画（収支計画） 
１．投資・財政計画について 
（１）投資について 

＜投資に関する目標＞計画期間 R16 年度末における目標 
有収率：90％以上を目指します。（R6 年度実績 87.10％) 

＜投資の考え方＞ 
今後、令和６年度に策定した上下水道耐震化計画で設定している重要施設への管路更新を計

画的に進めていきます。 
管路の経年劣化に対応し、耐震化や耐用年数を超えた配水管の布設替えなど、計画的な更新を

進めることで漏水の抑制が図られ、有収率の向上が期待されます。有収率の改善は収益の向上にも直
結するため、本戦略では有収率を重要な指標として位置づけています。 
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図表 5.1 計画期間内の建設投資の見通し           （千円） 
年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

構築物工事 0 0 0 100,000 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
管渠等工事 618,131 238,789 196,471 0 0 0 0 0 0 0 

事業費計 618,131 238,789 196,471 100,000 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
国庫補助 233,930 119,395 98,235 50,000 200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
企業債 125,400 47,757 39,294 20,000 80,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
他会計負担金 8,822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
自己財源 249,979 71,637 58,941 30,000 120,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

財源計 618,131 238,789 196,470 100,000 400,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）財源について 
＜財源に関する目標＞計画期間 R16 年度末における目標 

経常収支比率：100％以上を維持することを目指します。（R6 年度 106％) 
＜財源の考え方＞ 

財源（国庫補助金、企業債）の積算の考え方は次のとおりです。 
○国庫補助金 

国庫補助対象事業の交付条件から算定 
○企業債 

建設改良費から特定財源（国庫補助金、他会計負担等）を控除した額に対し、起債を充てる予
定としています。 

新規発行企業債の発行条件は、元利均等方式、償還期間 30 年、うち据置 5 年、利率は 5.0％
以内で想定しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

6.18 

2.39 
1.96 

1.00 

4.00 

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

事業費(建設投資)の見通し億円



11 
 

117.0 112.5 115.4 
107.1 

124.4 
139.7 

121.7 122.8 124.0 125.2 126.4 127.5 128.6 129.7 130.9 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

経費(百万円)

（３）投資以外の経費について 
投資以外の経費（委託料、修繕費、動力費、人件費など）の積算の考え方等については次のとお

りです。 
＜委託料に関する事項＞ 

・現行の委託業務形態が当面継続することを前提に、令和 2 年度から令和 6 年度実績の平均に
物価上昇率を乗じて試算しています。 

・物価上昇率は、四国地方における過去 10 年間（平成 27 年度から令和 6 年度）平均の消費
者物価指数（長期時系列データ 2020 年基準消費者物価指数：総務省）を参考にして
1.1％に設定しました。 

＜動力費、薬品費に関する事項＞ 
・有収水量当たりの動力費又は薬品費（令和 6 年度実績）×物価上昇率に有収水量を乗じて
試算しています。 

＜通信運搬費、修繕費、材料費に関する事項＞ 
・令和 2 年度から令和 6 年度実績の平均に物価上昇率を乗じて試算しています。 

＜負担金＞ 
・令和 6 年度実績で一定としました。 

＜その他＞ 
・令和 2 年度から令和 6 年度実績の平均に物価上昇率を乗じて試算しています。 

＜人件費に関する事項＞ 
・令和 7 年度予算における１人当たり年間給与×職員数により試算しています。 
・なお、基本給について昇給を考慮し、３年間で毎年 1％アップ、4 年目に人事異動により 2％ダウ
ンのサイクルとしました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
※人件費と減価償却費等を除いた経費の見込み、R7 年度は予算を採用 
 
以上を踏まえた投資・財政計画と原価計算表は、次のとおりです。 

※「経営戦略策定・改定マニュアル(令和４年１月改定総務省)」に示された「経営戦略ひな形様式」 
・別紙様式第 2 号（法適用企業・収益的収支）投資・財政計画（収支計画） 
・別紙様式第 2 号（法適用企業・資本的収支）投資・財政計画（収支計画） 
・別紙原価計算表  
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前

々
年

度
前

年
度

本
年

度
20

26
20

27
20

28
20

29
20

30
20

31
20

32
20

33
20

34
(決

算
)

(決
算

)
R7

R8
R9

R1
0

R1
1

R1
2

R1
3

R1
4

R1
5

R1
6

1.
営

業
収

入
(A

)
27

5,
38

2
27

9,
78

2
27

6,
01

6
27

5,
85

7
27

4,
77

5
27

3,
69

2
27

2,
61

0
29

8,
47

4
29

6,
07

1
29

3,
66

8
29

1,
26

5
28

8,
86

2
収

(1
)

料
金

収
入

27
3,

39
2

27
8,

06
3

27
5,

09
3

27
4,

01
0

27
2,

92
8

27
1,

84
5

27
0,

76
3

29
6,

62
7

29
4,

22
4

29
1,

82
1

28
9,

41
8

28
7,

01
5

(2
)

受
託

工
事

収
益

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

益
(3

)
そ

の
他

1,
99

0
1,

71
9

92
3

1,
84

7
1,

84
7

1,
84

7
1,

84
7

1,
84

7
1,

84
7

1,
84

7
1,

84
7

1,
84

7
収

2.
営

業
外

収
益

91
,0

97
89

,8
15

86
,3

72
81

,4
66

81
,4

69
81

,4
71

80
,8

45
80

,8
49

80
,8

51
79

,6
33

79
,4

96
63

,5
95

的
(1

)
補

助
金

11
,1

80
3,

10
0

9,
09

1
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

他
会

計
補

助
金

11
,1

80
3,

10
0

9,
09

1
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

8,
51

0
8,

51
0

収
そ

の
他

補
助

金
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
益

(2
)

長
期

前
受

金
戻

入
79

,4
81

80
,2

34
71

,3
61

69
,7

27
69

,7
30

69
,7

32
69

,1
06

69
,1

10
69

,1
12

67
,8

94
67

,7
57

51
,8

56
入

(3
)

そ
の

他
43

6
6,

48
1

5,
92

0
3,

22
9

3,
22

9
3,

22
9

3,
22

9
3,

22
9

3,
22

9
3,

22
9

3,
22

9
3,

22
9

収
　入

　計
(C

)
36

6,
47

9
36

9,
59

7
36

2,
38

8
35

7,
32

4
35

6,
24

4
35

5,
16

4
35

3,
45

5
37

9,
32

3
37

6,
92

2
37

3,
30

1
37

0,
76

1
35

2,
45

7
1.

営
業

費
用

33
2,

55
8

33
4,

87
0

32
6,

13
7

31
5,

75
1

32
0,

25
0

32
6,

57
3

32
6,

61
7

33
5,

43
3

34
0,

87
8

34
2,

62
3

33
9,

52
7

31
3,

32
3

的
(1

)
職

員
給

与
費

25
,2

63
22

,9
08

27
,2

80
25

,3
69

25
,6

23
25

,8
77

25
,3

61
25

,6
14

25
,8

71
26

,1
32

25
,6

07
25

,8
63

基
本

給
12

,9
51

10
,3

19
12

,5
78

12
,7

04
12

,8
31

12
,9

59
12

,7
00

12
,8

27
12

,9
55

13
,0

85
12

,8
23

12
,9

51
収

退
職

給
付

費
0

2,
68

2
2,

16
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
そ

の
他

12
,3

12
9,

90
7

12
,5

40
12

,6
65

12
,7

92
12

,9
18

12
,6

61
12

,7
87

12
,9

16
13

,0
47

12
,7

84
12

,9
12

収
益

(2
)

経
費

11
2,

40
6

12
5,

14
2

13
9,

66
8

12
1,

67
8

12
2,

84
4

12
4,

02
1

12
5,

21
0

12
6,

40
9

12
7,

50
6

12
8,

61
3

12
9,

72
9

13
0,

85
4

動
力

費
15

,9
52

18
,8

49
21

,3
64

18
,9

07
19

,0
39

19
,1

72
19

,3
06

19
,4

39
19

,4
94

19
,5

47
19

,6
00

19
,6

51
的

修
繕

費
5,

22
3

17
,3

73
11

,5
30

18
,9

71
19

,1
79

19
,3

90
19

,6
04

19
,8

19
20

,0
37

20
,2

58
20

,4
80

20
,7

06
材

料
費

1,
32

2
2,

14
0

2,
77

3
2,

35
0

2,
37

6
2,

40
2

2,
42

8
2,

45
5

2,
48

2
2,

50
9

2,
53

7
2,

56
5

支
支

そ
の

他
89

,9
09

86
,7

80
10

4,
00

1
81

,4
51

82
,2

49
83

,0
57

83
,8

72
84

,6
96

85
,4

93
86

,2
98

87
,1

12
87

,9
33

(3
)

減
価

償
却

費
19

4,
88

9
18

4,
92

8
15

8,
97

9
16

8,
46

4
17

1,
54

3
17

6,
43

5
17

5,
80

6
18

3,
17

0
18

7,
26

1
18

7,
63

8
18

3,
95

1
15

6,
36

6
出

2.
営

業
外

費
用

13
,4

84
13

,8
63

16
,6

49
17

,6
57

17
,9

88
18

,1
54

17
,8

77
18

,9
76

19
,0

41
19

,0
04

18
,9

24
18

,7
98

(1
)

支
払

利
息

13
,4

84
13

,8
63

16
,6

49
17

,6
57

17
,9

88
18

,1
54

17
,8

77
18

,9
76

19
,0

41
19

,0
04

18
,9

24
18

,7
98

(2
)

そ
の

他
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
支

　出
　計

(D
)

34
6,

04
2

34
8,

73
3

34
2,

78
6

33
3,

40
8

33
8,

23
8

34
4,

72
7

34
4,

49
4

35
4,

40
9

35
9,

91
9

36
1,

62
6

35
8,

45
1

33
2,

12
1

(E
)

20
,4

37
20

,8
63

19
,6

02
23

,9
16

18
,0

06
10

,4
36

8,
96

0
24

,9
13

17
,0

03
11

,6
75

12
,3

10
20

,3
36

(F
)

4,
25

0
3,

85
1

2,
90

0
4,

15
0

4,
15

0
4,

15
0

4,
15

0
4,

15
0

4,
15

0
4,

15
0

4,
15

0
4,

15
0

(G
)

0
17

5
13

7
16

0
16

0
16

0
16

0
16

0
16

0
16

0
16

0
16

0
(H

)
4,

25
0

3,
67

6
2,

76
3

3,
99

0
3,

99
0

3,
99

0
3,

99
0

3,
99

0
3,

99
0

3,
99

0
3,

99
0

3,
99

0
当

年
度

純
利

益
（

又
は

純
損

失
）

　(
E)

+
(H

) 
24

,6
87

24
,5

39
22

,3
65

27
,9

06
21

,9
96

14
,4

26
12

,9
50

28
,9

03
20

,9
93

15
,6

65
16

,3
00

24
,3

26
(I

)
4,

29
7

28
,9

84
28

,5
23

0
0

7,
60

4
22

,0
30

0
19

,1
34

29
,7

42
37

,9
18

41
,1

56
(J

)
1,

06
1,

34
2

90
2,

95
0

73
6,

31
3

73
0,

79
4

73
8,

51
0

76
9,

58
8

71
9,

09
2

73
8,

34
8

74
9,

04
7

75
7,

32
6

76
0,

42
2

75
8,

34
6

う
ち

未
収

金
16

1,
26

5
28

,6
77

48
,7

65
48

,7
37

48
,5

45
48

,3
54

48
,1

63
52

,7
32

52
,3

08
51

,8
83

51
,4

59
51

,0
34

(K
)

14
0,

31
1

69
,5

93
10

0,
64

5
95

,6
02

94
,3

78
98

,4
00

10
3,

13
2

10
8,

09
8

10
7,

02
6

10
9,

56
2

11
1,

32
9

11
4,

21
6

う
ち

建
設

改
良

費
分

55
,6

78
61

,5
54

58
,0

23
57

,4
50

55
,8

84
59

,5
56

64
,1

80
68

,7
95

67
,4

02
69

,6
06

71
,2

86
73

,8
33

う
ち

一
時

借
入

金
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
う

ち
未

払
金

71
,9

53
5,

35
9

37
,6

70
33

,1
80

33
,5

00
33

,8
30

33
,9

80
34

,3
10

34
,6

10
34

,9
20

35
,0

50
35

,3
70

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

　(
A)

-(
B)

(M
)

27
5,

38
2

27
9,

78
2

27
6,

01
6

27
5,

85
7

27
4,

77
5

27
3,

69
2

27
2,

61
0

29
8,

47
4

29
6,

07
1

29
3,

66
8

29
1,

26
5

28
8,

86
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益

投
資

・財
政

計
画

（
収

支
計

画
）

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

　　
　　

年
　　

度
　区

　　
分

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

流
動

負
債

累
積

欠
損

金
比

率
(I

)
÷

{(
A)

-(
B)

}
×

10
0

地
方

財
政

法
施

行
令

第
15

条
第

1
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(L

)
÷

(M
)

×
10

0
健

全
化

法
施

行
令

第
16

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額
健

全
化

法
施

行
令

第
17

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模
健

全
化

法
第

22
条

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
不

足
比

率
(N

)
÷

(P
)

×
10

0
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様
式

第
2号

（
法

適
用

企
業

・資
本

的
収

支
）

R5
R6

（
単

位
：

千
円

）
前

々
年

度
前

年
度

本
年

度
20

26
20

27
20

28
20

29
20

30
20

31
20

32
20

33
20

34
(決

算
)

(決
算

)
R7

R8
R9

R1
0

R1
1

R1
2

R1
3

R1
4

R1
5

R1
6

1.
86

,9
00

12
4,

20
0

12
5,

40
0

47
,7

57
39

,2
94

20
,0

00
80

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
40

,0
00

40
,0

00
資

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
本

3.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
資

4.
1,

71
6

2,
02

3
8,

82
2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
的

5.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
6.

13
3,

50
9

47
,0

70
23

3,
93

0
11

9,
39

5
98

,2
35

50
,0

00
20

0,
00

0
10

0,
00

0
10

0,
00

0
10

0,
00

0
10

0,
00

0
10

0,
00

0
本

収
7.

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

8.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
入

9.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
的

計
(A

)
22

2,
12

5
17

3,
29

3
36

8,
15

2
16

7,
15

2
13

7,
52

9
70

,0
00

28
0,

00
0

14
0,

00
0

14
0,

00
0

14
0,

00
0

14
0,

00
0

14
0,

00
0

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

純
　計

　(
A)

-(
B)

(C
)

22
2,

12
5

17
3,

29
3

36
8,

15
2

16
7,

15
2

13
7,

52
9

70
,0

00
28

0,
00

0
14

0,
00

0
14

0,
00

0
14

0,
00

0
14

0,
00

0
14

0,
00

0
収

1.
33

0,
43

4
24

5,
74

9
62

6,
92

7
24

7,
67

4
20

5,
44

5
10

9,
06

2
40

8,
88

0
20

8,
97

0
20

9,
06

0
20

9,
15

1
20

8,
96

9
20

9,
05

7
資

7,
98

2
8,

46
8

8,
79

6
8,

88
5

8,
97

4
9,

06
2

8,
88

0
8,

97
0

9,
06

0
9,

15
1

8,
96

9
9,

05
7

本
2.

51
,1

36
55

,6
78

61
,5

54
58

,0
23

57
,4

50
55

,8
84

59
,5

56
64

,1
80

68
,7

95
67

,4
02

69
,6

06
71

,2
86

支
的

3.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
支

4.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
出

5.
24

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

計
(D

)
38

1,
81

0
30

1,
42

7
68

8,
48

1
30

5,
69

7
26

2,
89

5
16

4,
94

6
46

8,
43

6
27

3,
15

0
27

7,
85

5
27

6,
55

3
27

8,
57

5
28

0,
34

3
(E

)
15

9,
68

5
12

8,
13

4
32

0,
32

9
13

8,
54

5
12

5,
36

6
94

,9
46

18
8,

43
6

13
3,

15
0

13
7,

85
5

13
6,

55
3

13
8,

57
5

14
0,

34
3

1.
14

9,
82

5
11

1,
02

6
22

1,
09

9
98

,9
67

10
2,

04
3

90
,4

01
12

3,
46

2
11

4,
29

0
11

8,
37

9
11

9,
97

4
11

6,
42

4
10

4,
74

0
2.

0
0

50
,8

88
27

,9
05

14
,3

92
0

34
,9

80
9,

76
9

10
,3

84
7,

48
8

13
,0

60
26

,5
12

3.
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
4.

9,
86

0
17

,1
08

48
,3

42
11

,6
74

8,
93

0
4,

54
5

29
,9

95
9,

09
1

9,
09

1
9,

09
1

9,
09

1
9,

09
1

計
(F

)
15

9,
68

5
12

8,
13

4
32

0,
32

9
13

8,
54

5
12

5,
36

6
94

,9
46

18
8,

43
6

13
3,

15
0

13
7,
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供用年月日 昭和 36 年 2 月 20 日
給水人口(R6決算) 14,286人

計算期間 自 ： 令 和 7 年 ４ 月
至 ： 令 和 17 年 ３ 月

（10年間）

最近１箇年間の実績
（R6年度決算）

投資・財政計画計上額
(10年間平均)　（Ａ）

公費負担分
(10年間平均)　（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

278,063 282,374 0 282,374

0 0 0 0
91,534 81,359 0 81,359

369,597 363,734 0 363,734

最近１箇年間の実績
（R6年度決算）

投資・財政計画計上額
(10年間平均)　（Ａ）

公費負担分
(10年間平均)　（Ｂ）

料金対象収支
（Ａ）－（Ｂ）

人 基 本 給 10,319 12,841 0 12,841

営 件 退 職 給 付 費 2,682 216 0 216

業 費 そ の 他 9,907 12,802 0 12,802

費 動 力 費 18,849 19,552 0 19,552

用 経 修 繕 費 17,373 18,997 0 18,997

費 材 料 費 2,140 2,488 0 2,488

そ の 他 86,780 86,616 0 86,616

184,928 174,961 0 174,961

13,863 18,307 0 18,307

0 0 0 0

346,841 346,781 0 346,781
料金算定期間(開始) 料金算定期間(終了) 料金算定期間 資産維持費率※
償却資産(期首残高) 償却資産(期末残高) 償却資産(平均残高)

4,767,458 3,289,655 4,028,556 3%

※資産維持費＝料金算定期間の平均償却資産残高×資産維持費率 120,857

　(営業及び営業外費用)+(資産維持費) 467,638

料金収入／(料金対象経費+資産維持費) ：　(X)／((Y)＋(Z))＊１００＝ 60.4
＜料金水準についての説明＞

減 価 償 却 費

原価計算表

収入の部

項 目
金額（千円）

料 金 (X)

給 水 装 置 工 事 費

そ の 他
合 計

支出の部

項 目
金額（千円）

営業
外費
用

支 払 利 息

そ の 他

合 計 (Y)

松茂町の水道料金収入は、給水人口の減少などによる収入の減少が続く見込みです。　一方で、費用は、老朽水道管の計画的更新や、南海トラフ地震対
策の事業の実施により、今後増加することが避けられない状況です。このため、健全で安定的な水道事業の継続と住民負担の軽減を念頭においた経営の効
率化に務めるとともに、人口減少下において水道事業の安定経営を図るための収支バランス等を慎重に見据え、引き続き、適正な料金体系の検討を行いま
す。

資 産 維 持 費 （ Z ）

料 金 対 象 経 費 （ Y ） ＋ （ Z ）
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２．経営指標について 
以上の検討結果を踏まえて、重要な経営指標の状況を掲載します。 
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３．投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要 
（１）投資の合理化、費用の見直しについての検討状況等 

広域化 
水道事業の広域連携等について、「徳島県水道広域化推進プラン」にお

いて検討していきます。 

民間の資金・ノウハウ等の
活用(PPP/PFI 等の導入
等) 

民間活用における官民のリスク分担やそのことによる利害得失（リスク及び
メリット）を把握すると共に、県下における民間活用の動向や具体的な事例
を把握し、個別業務のアウトソーシング（検針、料金徴収事務の一部を含
む）から包括的民間委託の導入など段階的な実施検討を継続的に行いま
す。 

アセットマネジメントの充実
(施設・設備の長寿命化
等による投資の平準化) 

計画期間中に既存施設の長寿命化計画の策定などを検討し、投資の
平準化等に取組むこととします。 

施設・設備の廃止・統合
(ダウンサイジング) 

人口動向及びそれに伴う水需要を勘案し、老朽化に伴う施設の更新の
機会を活用したダウンサイジングを検討します。 

施設・設備の合理化 
(スペックダウン) 

上記ダウンサイジングと同様です。 

その他の取組 特記事項なし。 
 

（２）財源についての検討状況等 

料金 
原則として、使用料収入による運営体制が構築できるよう、引き続き、住

民生活への影響を配慮し理解を得ながら、適正かつ公平な負担となる料金
体系を検討していきます。 

企業債 
世代間負担の公平性を確保し、企業債の償還により経営が圧迫すること

のないよう、計画的な起債を実施していきます。 

繰入金 
今後とも一般会計からの繰入に依存することのないよう資金繰りに努めて

いきます。 
資産の有効活用等※ 
による収入増加の取組 

余剰施設等が発生した場合には、売却や貸付等、資産の有効な活用を
検討していきます。 

その他の取組 特記事項なし。 
※遊休資産の売却や貸付、債券運用の導入、小水力発電や太陽光発電など 
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第６章 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 
１．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

将来にわたって安定的に事業を継続していくため、PDCA（計画・実施・検証・見直し）サイクルの考
えに基づき、投資・財政計画の達成状況について毎年度進捗管理を実施し、計画と実績の乖離を検
証するとともに必要な対策を講じます。 

また、料金体系の変更や民間活力の活用等により収支計画に大きな修正が必要となる場合におい
ては、見直しを実施するほか、概ね５年ごとに総合的な検証を行い、さらなる現状分析や社会状況の
変化などを考慮し、本戦略の更新を行います。 

 
２．料金回収率向上に向けたロードマップ 

料金回収率は、給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標であり、料金回
収率が 100％を下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄われていることを意
味します。 

本町の水道事業における料金回収率は、経営比較分析表に示したとおり、令和５年度において
102.92％であり、100％を上回っている状況です。 

一方、本町の水需要（有収水量）は、少子高齢化等の影響による給水人口の減少を受け、令和
16 年度には、令和 6 年度から 114 千㎥程度減少する予測となっており、給水収益も同様に減少す
る見込みです。 

このため、給水収益の確保を図り、料金回収率の向上に向けたロードマップを以下に示します。 
料金回収率向上に向けて、経営戦略の見直しに併せて、水道事業経営指標の動向を毎年度モニ

タリングし、経営戦略の見直しに併せ、水道料金体系の見直しについても検討してまいります。 
経費回収率向上に向けたロードマップ 

年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 
経営戦略計画期間            
経営戦略見直し ○     ○     ○ 
改定後計画期間            
水道使用料の検討            

業務目標（料金回収率向上に向けた業務目標） 
年度 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 

料金回収率 ％ 103.6 101.4 103.9 101.6 98.9 98.3 104.0 101.2 99.3 99.6 102.4 
供給単価 円/㎥ 135 134 134 134 134 134 147 147 147 147 147 
給水原価 円/㎥ 130 132 129 132 135 136 142 145 148 148 144 
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用語解説 
 
【アセットマネジメント】 

・水道などの公共インフラを資産として捉え、それらの施設の状態を客観的に把握、評価し、中長期
的な資産の状態を予測するとともに、予算制約を考慮して施設を計画的、かつ、効果的に管理す
る手法のことを指します。 

 
【経常収支比率(％)】 

・水道事業の代表的な指標の一つで、「経常収益÷経常費用×100」で表示します。当該指標が
100％以上である場合、単年度収支が黒字であることを意味します。 

 
【企業債】 

・地方公共団体が地方公営企業建設、改良などに要する資金に充てるために起す地方債のことです。 
 

【企業債残高対給水収益比率(％)】 
・水道事業の代表的な指標の一つで、「企業債現在高÷給水収益×100」で表示します。当該指
標は、給水収益に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標です。 

 
【スペックダウン】 

・スペックダウン（spec down）」とは、製品やシステムの性能・仕様（スペック）を意図的に下げる
ことを意味します。自治体・公共事業の例では公共施設の新築をやめて既存施設を簡易改修する
（仕様縮小）、地域サービスで高額システム導入を見送り、既存ツールでの対応にとどめる、インフ
ラ更新で耐用年数や容量を抑えて安価な資材を採用するなどが挙げられます。 

 
【長寿命化】 

・従来の対症療法型から、「損傷が大きくなる前に予防的な対策を行う」予防保全型へ転換を図り、
公共施設等の定期的な施設点検を行い、損傷が拡大する前に適切な処置を行うことで、構造・設
備・機能などの耐久性を高め、公共施設等をできるだけ長く利用する手法のことです。 

 
【水道普及率(％)】 

・水道事業の代表的な指標の一つで、「現在給水人口÷行政区域内人口×100」で表示します。 
 
【ダウンサイジング】 

・ダウンサイジング（downsizing）」とは、直訳すると「縮小化」「小型化」という意味で企業経営に
おけるダウンサイジングは経営資源をスリム化し、効率性を高めるために、組織や事業の規模を縮小
することです。 
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【デジタル技術（DX）】 

・デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）」の略であり、単にデジタル技術を導
入することではなく、デジタル技術を活用して、社会や組織の構造・ビジネスモデル・働き方・生活様
式を抜本的に変革することを意味します。 

 
【包括的民間委託】 

・地方公共団体が行政責任を果たすために必要な監督権等を留保したうえで、その業務を包括的に
民間（個人も含む）に委託する制度です。 

 
【補てん財源】 

・水道事業における資本的収支（資本的収入と資本的支出）の不足額を補うための財源を指しま
す。これは、施設整備や更新等にかかる支出が、資本的収入（企業債、補助金など）だけでは賄
いきれない場合に、その不足分をカバーするために用いられます。 

・補填財源の内訳例では、損益勘定留保資金（収益的収支には現金収支を伴わない減価償却
費や長期前受金戻入益等が含まれるため、その差引額を資本的収支不足額に充当）、当年度
純利益（経常収支の黒字分を充当）、積立金（減債積立金等目的に応じて利益を積み立て
た積立金を取り崩して充当）などが該当します。 

 
【有収水量】 

・浄水場などから供給した配水量のうち、水道料金の徴収対象となった水量のことです。 
 
【有収率(％)】 

・水道事業の代表的な指標の一つで、「年間有収水量÷年間総配水量×100」で表示します。当
該指標は、施設の稼動が収益につながっているかを判断する指標です。数値が低い場合は水道施
設や給水装置を通して給水される水量が収益に結びついていないため、漏水やメーター不感等とい
った原因が考えられます。 

 
【流動比率(％)】 

・水道事業の代表的な指標の一つで、「流動資産÷流動負債×100」で表示します。当該指標は、
短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。 
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【料金回収率(％)】 

・水道事業の代表的な指標の一つで、「供給単価÷給水原価×100」で表示します。当該指標は、
給水に係る費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表した指標です。料金回収率が 100％を
下回っている場合、給水に係る費用が給水収益以外の収入で賄われていることを意味します。 

・供給単価(円)：料金収入÷有収水量 
・給水原価(円)：｛経常費用ｰ(受託工事費+材料及び不用品売却原価+附帯事業費)-長期

前受金戻入｝÷有収水量 
 

【PFI】 
・ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）とは、公共施
設等の建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法
のことです。 

 
【DBO】 

・ＤＢＯ（Design Build Operate）とは、民間事業者に設計・建設・維持管理・運営等を長期
契約とし、業務を一括性能発注する手法です。 


